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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和2年10月15日(2020.10.15)

【公表番号】特表2019-530859(P2019-530859A)
【公表日】令和1年10月24日(2019.10.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-043
【出願番号】特願2019-511866(P2019-511866)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｖ  15/00     (2006.01)
   Ｆ１６Ｌ   1/11     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   9/06     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   1/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｖ   15/00     　　　　
   Ｆ１６Ｌ    1/11     　　　　
   Ｈ０２Ｇ    9/06     　　　　
   Ｈ０２Ｇ    1/06     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月4日(2020.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋められた基盤設備に近いことを警告する、可視信号を提供する延長信号テープ（１３
０）であって、
　前記延長信号テープ（１３０）が、保護材および心材（１４２）を備え、
　前記保護材が、
　熱可塑性プラスチック材料の上シート（１３４）であって、第１の所定の長さ、上面お
よび底面、前記上シートの側部の各々の側縁部、ならびに、第１の所定の幅を有する前記
上シート（１３４）と、
　熱可塑プラスチック材料の底シート（１４４）であって、第２の所定の長さ、上面およ
び底面、前記底シートの側部の各々の側縁部、ならびに、第２の所定の幅を有し、前記第
１および前記第２の所定の長さはほぼ等しく、前記第１および前記第２の所定の幅はほぼ
等しい、前記底シート（１４４）と、を備え、
　前記心材（１４２）が、概ね非伸縮性であり、前記上熱可塑性シート（１３４）と前記
底熱可塑性シート（１４４）との間に位置付けられ、前記心材は、
　前記第１の所定の長さとほぼ等しいか、前記第１の所定の長さより大である、第３の所
定の長さと、
　外面と、
　約１インチ（すなわち約２．５４ｃｍ）の最大横寸法と、
　少なくとも１００ｌｂf（すなわち約４４５Ｎ）の引張強度と、を有し、
　前記熱可塑性プラスチック材料の上シート（１３４）と、前記熱可塑性プラスチック材
料の底シート（１４４）とが、少なくとも前記上熱可塑性シートの前記側縁部と前記底熱
可塑性シートの前記側縁部とにおいて、ともに積層されており、前記熱可塑性プラスチッ
ク材料の上シートまたは底シートの少なくとも１つが前記心材（１４２）の前記外面の相
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当な部分に積層されている、
前記延長信号テープ。
【請求項２】
　前記概ね非伸縮性の心材（１４２）は、上面および下面をさらに含むストリップを含み
、前記ストリップは、約１インチ（すなわち約２．５４ｃｍ）の最大幅、約１／４インチ
（すなわち約０．６４ｃｍ）の最大厚さを有する、請求項１に記載の延長信号テープ（１
３０）。
【請求項３】
　前記概ね非伸縮性の心材（１４２）はロープ状材料を含み、前記ロープ状材料の最大直
径は約１インチ（すなわち約２．５４ｃｍ）である、請求項１に記載の延長信号テープ（
１３０）。
【請求項４】
　前記心材（１４２）の前記引張強度は約４００ｌｂf（すなわち約１，７８０Ｎ）であ
り、前記心材（１４２）の前記所定の長さは前記第１の所定の長さの約２倍である、請求
項１に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項５】
　前記心材（１４２）の前記所定の長さは、前記第１の所定の長さにほぼ等しく、
　前記心材（１４２）の前記引張強度は、約６０００ｌｂｆ（すなわち約２７，０００Ｎ
）である、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項６】
　前記心材（１４２）は前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４）と前記底熱可塑性
プラスチックシート（１４４）との間に所定の波形パターンで位置付けられている、請求
項１に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項７】
　前記所定の波形パターンは、正弦、三角形、正方形または長方形である、請求項６に記
載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項８】
　前記第１の所定の長さにほぼ等しい長さを有する概ね真っすぐなトレーサワイヤ（１４
８）は、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４）と前記底熱可塑性プラスチックシ
ート（１４４）との間に位置付けられる、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項９】
　前記トレーサワイヤ（１４８）はリッツワイヤを含む、請求項８に記載の延長信号テー
プ（１３０）。
【請求項１０】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６６、１６５’）は、前記所定の全長に沿って、前記上熱可塑
性プラスチックシート（１３４’）と前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’）と
の間に位置付けられ、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４’）または前記底熱可
塑性プラスチックシート（１４４’）の少なくとも１つに約９６インチ（すなわち約２４
４ｃｍ）の間隔で接着される、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０’）。
【請求項１１】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６０）は、前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’）の
前記所定の全長に沿って位置付けられ、前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’）
の前記底面に接着される、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０’）。
【請求項１２】
　各ＲＦＩＤタグ（１６０）は熱可塑性ブリスターパッケージ（１６２）内に含有され、
前記パッケージも前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’）の前記底面に接着され
る、請求項１１に記載の延長信号テープ（１３０’）。
【請求項１３】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６５’’、１６５’’’）は、前記上熱可塑性プラスチックシ
ート材料（１３４’’）または前記底熱可塑性プラスチックシート材料（１４４’’）の



(3) JP 2019-530859 A5 2020.10.15

前記所定の全長に沿って、約９６インチ（すなわち約２４４ｃｍ）の間隔で位置付けられ
、前記ＲＦＩＤタグ（１６５’’、１６５’’’）は、前記心材（１４２’’）の前記外
面に接着される、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０’’）。
【請求項１４】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６５’’）は、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４’
’）および前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’’）の前記所定の全長に沿って
、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４’’）と前記底熱可塑性プラスチックシー
ト（１４４’’）との間に位置付けられ、前記上熱可塑性プラスチックシートまたは前記
底熱可塑性プラスチックシートの少なくとも１つに約９６インチ（すなわち約２４４ｃｍ
）の間隔で接着される、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０’’）。
【請求項１５】
　前記心材（１４２）の前記引張強度は、約３，０００ｌｂｆ（すなわち約１３，３４０
Ｎ）であり、前記心材（１４２）は、約１インチ（すなわち約２．５４ｃｍ）の最大幅を
備えるストリップであり、前記心材（１４２）の前記所定の長さは、前記第１の所定の長
さの約１．２～１．５倍である、請求項１に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項１６】
　前記心材（１４２）は、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４）と前記底熱可塑
性プラスチックシート（１４４）との間に所定の波形パターンで位置付けられている、請
求項１５に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項１７】
　前記所定の波形パターンは、正弦、三角形、正方形または長方形である、請求項１６に
記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項１８】
　埋められた基盤設備に近いことを警告する、可視信号を提供する延長信号テープ（１３
０）であって、
　前記延長信号テープが、保護材および心材（１４２）を備え、
　前記保護材が、
　熱可塑性プラスチック材料の上シート（１３４）であって、第１の所定の長さ、上面お
よび底面、前記上シートの側部の各々の側縁部、第１の所定の幅を有する上シート（１３
４）と、
　熱可塑性プラスチック材料の底シート（１４４）であって、第２の所定の長さ、上面お
よび底面、前記底シートの側部の各々の側縁部、ならびに、第２の所定の幅を有し、前記
第１および前記第２の所定の長さはほぼ等しく、前記第１および前記第２の所定の幅はほ
ぼ等しい、前記底シート（１４４）と、を備え、
　前記心材（１４２）は伸縮可能であり、伸縮しない所定の長さを有し、前記上熱可塑性
プラスチックシート（１３４）と前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４）との間に
位置付けられ、前記伸縮性心材は、破損することなく、その伸縮しない所定の長さの約１
．２～１．５倍に伸びることができ、前記心材は、
　外面と、
　約１インチ（すなわち約２．５４ｃｍ）の最大断面寸法と、
　少なくとも１００ｌｂｆ（すなわち約４４０Ｎ）の引張強度と、
を有し、
　前記熱可塑性プラスチック材料の上シート（１３４）と、前記熱可塑性プラスチック材
料の底シート（１４４）とが、少なくとも前記上熱可塑性シートの前記側縁部と前記底熱
可塑性シートの前記側縁部とにおいて、ともに積層されており、前記熱可塑性プラスチッ
ク材料の上シートまたは底シートの少なくとも１つが前記心材（１４２）の前記外面の相
当な部分に積層されている、
延長信号テープ（１３０）。
【請求項１９】
　前記引張強度は、少なくとも４００ｌｂｆ（すなわち約１７８０Ｎ）である、請求項１
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８に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項２０】
　前記第１の所定の長さにほぼ等しい所定の長さを有する概ね真っすぐなトレーサワイヤ
（１４８）は、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４）と前記底熱可塑性プラスチ
ックシート（１４４）との間に位置付けられる、請求項１８に記載の延長信号テープ（１
３０）。
【請求項２１】
　前記トレーサワイヤ（１４８）はリッツワイヤを含む、請求項２０に記載の延長信号テ
ープ（１３０）。
【請求項２２】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６５、１６５’）は、前記上熱可塑性プラスチックシート（１
３４’）の前記第１の所定の長さ全体に沿って位置付けられ、
　前記複数のＲＦＩＤタグ（１６５、１６５’）は、また、前記上熱可塑性プラスチック
材料（１３４’）と前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’）との間に位置付けら
れ、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４’）または前記底熱可塑性プラスチック
シート（１４４’）の少なくとも１つに約９６インチ（すなわち約２４４ｃｍ）の間隔で
接着される、請求項１８に記載の延長信号テープ（１３０’）。
【請求項２３】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６５’’、１６５’’’）は、前記上熱可塑性プラスチックシ
ート（１３４’’）または前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’’）の前記第１
の所定の長さ全体に沿って、約９６インチ（すなわち約２４４ｃｍ）の間隔で位置付けら
れ、前記ＲＦＩＤタグ（１６５’’、１６５’’’）は、前記心材（１４２’’）の前記
外面に接着される、請求項２０に記載の延長信号テープ（１３０’’）。
【請求項２４】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６５、１６５’）は、前記上熱可塑性プラスチック材料の前記
第１の所定の長さ全体に沿って位置づけられ、
　前記複数のＲＦＩＤタグ（１６５、１６５’）は、また、前記上熱可塑性プラスチック
シートと前記底熱可塑性プラスチックシートとの間に位置付けられ、前記上熱可塑性プラ
スチックシート（１３４’）または前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’）の少
なくとも１つに約９６インチ（すなわち約２４４ｃｍ）の間隔で接着される、請求項１８
に記載の延長信号テープ（１３０’）。
【請求項２５】
　複数のＲＦＩＤタグ（１６５’’、１６５’’’）は、前記上熱可塑性プラスチックシ
ート（１３４’’）または前記底熱可塑性プラスチックシート（１４４’’）の前記所定
の全長に沿って、約９６インチ（すなわち約２４４ｃｍ）の間隔で位置付けられ、前記Ｒ
ＦＩＤタグ（１６５’’、１６５’’’）は、前記心材（１４２’’）の前記外面に接着
される、請求項１８に記載の延長信号テープ（１３０’’）。
【請求項２６】
　前記伸縮性心材の伸縮しない所定の長さは、前記第１の所定の長さの約２倍である、請
求項１８に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項２７】
　前記伸縮可能な心材（１４２）は、前記上熱可塑性プラスチックシート（１３４）と前
記底熱可塑性プラスチックシート（１４４）との間に所定の波形パターンで位置付けられ
ている、請求項２６に記載の延長信号テープ（１３０）。
【請求項２８】
　前記所定の波形パターンは、正弦、三角形、正方形または長方形である、請求項２７に
記載の延長信号テープ（１３０）。
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